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週
火
・
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曜
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発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
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休
日
の
翌
日
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　外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
、
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、

福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
、
福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
認
定
こ
ど
も
園
の
要
件
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
指
定
障
害
児
入
所

施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島

県
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島

県
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
、
福
島
県
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
建

築
士
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ

る
市
町
村
立
学
校
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

及
び
福
島
県
工
業
用
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
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　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅
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福
島
県
条
例
第
七
十
五
号 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
一 

部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
令
和
四
年
福
島
県
条
例
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
二
項
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

　こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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　（
人
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　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
七
十
六
号 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
福
島
県
条
例
第
五
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
二
項
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

　こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
人

　事

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
七
十
七
号 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条

　職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
福
島
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
の
見
出
し
中
「
割
振
り
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
割
り
振
ら
な
い
日
」

の
下
に
「
（
第
三
項
及
び
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３

　任
命
権
者
は
、
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
、
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該

職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と

が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員

会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を

単
位
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間

と
な
る
よ
う
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら

な
い
日
を
設
け
、
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
前
条
」
の
下
に
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
。 

第
五
条
中
「
第
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
、
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の

項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２

　前
項
の
規
定
は
、
職
員
に
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
と
さ

れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
週
休
日
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
に
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２

　前
項
の
休
憩
時
間
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

休
憩
時
間
を
一
斉
に
与
え
な
い
こ
と
そ
の
他
の
休
憩
時
間
の
基
準
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

一

　職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必
要
が
あ
る
と
き 

二

　職
員
の
健
康
及
び
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
能
率
を
甚
だ
し
く
阻
害
す
る
と
き 

三

　職
員
か
ら
の
申
告
を
考
慮
し
て
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
き 

第
八
条
の
三
第
一
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
る
。 

第
八
条
の
四
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二

　小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
に
就
学
し
て
い
る
子

の
あ
る
職
員 

第
十
一
条
中
「
及
び
介
護
時
間
」
を
「
、
介
護
時
間
及
び
子
育
て
部
分
休
暇
」
に
改
め
る
。 

第
十
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
子
育
て
部
分
休
暇
） 

第
十
五
条
の
三

　子
育
て
部
分
休
暇
は
、
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
を
除
く
。
）
が
次
に
掲

げ
る
子
の
養
育
を
す
る
た
め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が

相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。 

一

　満
六
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
満
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子 

二

　障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法

律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害

児
で
あ
る
子
で
、
満
九
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以

後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の 

２

　子
育
て
部
分
休
暇
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
職
員
は
、
一
の
年
ご
と
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
の
う
ち
い
ず
れ
の
範
囲
内
で
当
該
期
間
に
お
け
る
子
育
て
部
分
休
暇
を
請

求
す
る
か
を
任
命
権
者
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。 

一

　一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内 

二

　一
年
に
つ
き
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内 

３

　前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
職
員
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る

場
合
に
限
り
、
当
該
申
出
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４

　前
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
職
員
は
、
当
該
申
出
を
し
た
範
囲
内
（
前
項
の
規
定
に
よ

る
変
更
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
お
い
て
、
子
育
て
部
分
休
暇
の
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５

　子
育
て
部
分
休
暇
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し

な
い
全
時
間
に
つ
い
て
一
時
間
に
つ
き
、
給
料
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の

合
計
額
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
で
除

し
て
得
た
額
を
給
与
の
額
か
ら
減
額
す
る
。 

第
十
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
及
び
介
護
時
間
」
を
「
、
介
護
時
間
及
び
子
育
て
部
分
休

暇
」
に
改
め
る
。 

第
二
条

　職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
福
島
県

条
例
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
二
項
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
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ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
人

　事

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
七
十
八
号 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
福
島
県

条
例
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
二
項
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

　こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
人

　事

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
七
十
九
号 

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正 

す
る
条
例 

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
福
島
県
条
例
第

六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
四
項
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

　
　
　附

　則 

　こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
八
十
号 

福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
十
一
年
福

島
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
中
「
浅
川
町

　□
葉
町

　富
岡
町
」
を
「
□
葉
町
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
中
「
平
田
村
」
を
「
平
田
村

　浅
川
町
」
に
、
「
広
野
町
」
を
「
広
野
町

　富
岡
町
」
に

改
め
る
。 附

　則 

　こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
自
然
保
護
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
八
十
一
号 

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

別
表
第
一
の
一
の
表
五
の
イ
中
「
含
む
。
」
の
下
に
「
た
だ
し
、
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理

機
（
自
動
的
に
食
品
を
調
理
し
、
調
理
さ
れ
た
食
品
を
提
供
す
る
機
能
を
有
す
る
調
理
器
具
で
あ
っ
て
、

政
令
第
三
十
四
条
の
二
第
二
号
の
調
理
の
機
能
を
有
す
る
自
動
販
売
機
と
同
等
以
上
の
材
質
、
構
造
、

機
能
等
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
営
業
を
除

く
。
」
を
、
「
飲
食
店
営
業
の
項
」
の
下
に
「
ア
」
を
加
え
、
同
表
五
の
ウ
中
「
場
合
」
の
下
に
「
（
従

業
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
場
合
を
除
く
。
別
表
第
一
の

二
の
表
政
令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
の
項
ア
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、

同
表
五
の
カ
を
同
表
五
の
キ
と
し
、
同
表
五
の
オ
を
同
表
五
の
カ
と
し
、
同
表
五
の
エ
を
同
表
五
の
オ

と
し
、
同
表
五
の
ウ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

エ

　政
令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
の
う
ち
、
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調

理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
の
ク
、
ケ
、
シ
、
ス
、
タ
及

び
チ
並
び
に
四
の
キ
の
基
準
を
適
用
し
な
い
。 

別
表
第
一
の
二
の
表
政
令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。 政

令
第
三
十
五
条
第
一

ア

　自
動
車
に
お
い
て
調
理
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ

号
に
規
定
す
る
飲
食
店

る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

営
業

　
　
　
　
　
　
　

⑴

　簡
易
な
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
四
十

リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
の

で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

⑵

　比
較
的
大
量
の
水
を
要
し
な
い
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の

営
業
に
お
い
て
約
八
十
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃

水
を
保
管
す
る
こ
と
の
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

　

 

⑶

　比
較
的
大
量
の
水
を
要
す
る
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営

業
に
お
い
て
約
二
百
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水

を
保
管
す
る
こ
と
の
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

　
　

 

イ

　従
業
者
が
常
駐
せ
ず
、
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食

品
を
販
売
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す

こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

⑴

　施
設
（
全
自
動
調
理
機
を
含
む
。
⑵
及
び
⑹
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
全
体
の
衛
生
状
況
を
確
認
す
る
た
め
の
監
視
設
備
を

有
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

⑵

　施
設
に
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
施
設
の
営
業
者
が
全

自
動
調
理
機
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。 

⑶

　全
自
動
調
理
機
が
、
原
材
料
の
温
度
、
調
理
の
工
程
等
の
状

況
を
監
視
し
、
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
停
止
す
る
機

能
を
有
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

⑷

　全
自
動
調
理
機
が
、
外
部
か
ら
の
汚
染
等
を
防
止
す
る
構
造

を
持
つ
、
調
理
後
の
食
品
に
係
る
保
管
設
備
を
有
す
る
こ
と
。 
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⑸

　全
自
動
調
理
機
が
、
調
理
後
の
食
品
に
つ
い
て
、
一
定
の
時

間
を
経
過
し
た
場
合
に
は
、
当
該
食
品
を
提
供
し
な
い
機
能
を

有
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

⑹

　施
設
に
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
当
該
施
設
の
営
業
者
と
連
絡

が
で
き
る
よ
う
、
当
該
営
業
者
の
連
絡
先
の
掲
示
を
行
う
こ
と
。

附

　則 

　こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
食
品
生
活
衛
生
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
八
十
二
号 

福
島
県
認
定
こ
ど
も
園
の
要
件
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
認
定
こ
ど
も
園
の
要
件
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
八
年
福
島
県
条
例
第
百
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
の
三
の
ア
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

ア

　別
表
の
二
の
ア
に
よ
り
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
も
の
と
さ
れ
る
職
員
の
う
ち
満
三
歳
未
満
の
子

ど
も
の
保
育
に
従
事
す
る
者
は
、
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

別
表
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

六

　教
育
及
び
保
育
の
内
容 

ア

　子
ど
も
に
対
す
る
教
育
及
び
保
育
に
関
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
計
画
を
策
定
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑴

　基
本
的
な
方
針 

⑵

　子
ど
も
の
年
齢
に
応
じ
た
教
育
及
び
保
育
の
内
容 

⑶

　そ
の
他
知
事
が
定
め
る
事
項 

イ

　認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
は
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
子
ど
も
に
対
し
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
三

条
の
十
第
一
項
各
号
（
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
っ
て
は
、
学
校
教
育
法
第
二
十
八
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
）
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
子
ど
も

の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
子
育
て
支
援
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
八
十
三
号 

福
島
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十

六
年
福
島
県
条
例
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
虐
待
等
の
禁
止
） 

第
四
条
の
二

　職
員
は
、
園
児
に
対
し
、
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
園

児
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
十
四
条
第
一
項
表
以
外
の
部
分
中
「
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
」
を
「
第
十
一
条
、
第
十
三

条
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
第
一
項
の
表
第
十
二
条
の
項
を
削
る
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
子
育
て
支
援
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
八
十
四
号 

福
島
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例 

第
一
条

　福
島
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年

福
島
県
条
例
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
二
条
中
「
第
三
十
三
条
の
十
」
の
下
に
「
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

第
十
六
条
第
二
項
中
「
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
」
の
下
に
「
又
は
健
康
診
査
（
母
子

保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を

い
う
。
同
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加

え
、
「
当
該
健
康
診
断
」
を
「
当
該
健
康
診
断
等
」
に
、
「
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
」
を

「
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
等
」
に
改
め
る
。 

第
十
六
条
第
二
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

乳
児
又
は
幼
児
（
以
下
「
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）

入
所
し
た
乳
幼
児
に
対
す
る
入
所
時
の
健
康 

に
対
す
る
健
康
診
査

診
断
、
定
期
の
健
康
診
断
又
は
臨
時
の
健
康

診
断

第
二
十
六
条
中
「
乳
児
又
は
幼
児
（
以
下
「
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
」
を
「
乳
幼
児
」
に
改
め
る
。 

第
二
条

　福
島
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者
」
を

削
る
。 

第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二
の
二

　児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
五
条
の
二
の
八
に
規
定
す
る
こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
（
以
下
「
こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
」
と
い
う
。
）
の
資
格
を
有
す
る
者 

第
三
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二
の
二

　こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者 

第
三
十
九
条
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四
の
二

　こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者 

第
五
十
八
条
第
二
項
中
「
、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者
」
を
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削
る
。 

第
五
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二
の
二

　こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者 

第
六
十
条
第
一
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三
の
二

　こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者 

第
九
十
二
条
第
四
項
中
「
、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者
」
を

削
る
。 

第
九
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二
の
二

　こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者 

第
百
条
第
二
項
中
「
、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者
」
を
削
る
。 

第
百
一
条
第
一
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二
の
二

　こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者 

第
百
二
条
第
一
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

二
の
二

　精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

二
の
三

　こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者 

第
百
三
条
第
一
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

二
の
二

　精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

二
の
三

　こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者 

附

　則 

　こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
三
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
児
童
家
庭
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
八
十
五
号 

福
島
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平

成
二
十
四
年
福
島
県
条
例
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
」
の
下
に
「
又
は
健
康
診
査
（
母
子

保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
い

う
。
同
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、

「
当
該
健
康
診
断
」
を
「
当
該
健
康
診
断
等
」
に
、
「
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
」
を
「
同
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
等
」
に
改
め
る
。 

　第
三
十
四
条
第
二
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

乳
児
又
は
幼
児
に
対
す
る
健
康
診
査

　
　
　
　
通
所
す
る
障
害
児
に
対
す
る
通
所
開
始
時
の

健
康
診
断
、
定
期
の
健
康
診
断
又
は
臨
時
の

健
康
診
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

附

　則 

　こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
児
童
家
庭
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
八
十
六
号 

福
島
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平

成
二
十
四
年
福
島
県
条
例
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
条
第
三
項
第
三
号
中
「
（
」
の
下
に
「
第
二
十
九
条
第
二
項
の
表
及
び
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
」
の
下
に
「
又
は
健
康
診
査
（
母
子

保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
い

う
。
同
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、

「
当
該
健
康
診
断
」
を
「
当
該
健
康
診
断
等
」
に
、
「
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
」
を
「
同
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
等
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
九
条
第
二
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

乳
幼
児
に
対
す
る
健
康
診
査

　
　
　
　
　
　
　
入
所
し
た
障
害
児
に
対
す
る
入
所
時
の
健
康

診
断
、
定
期
の
健
康
診
断
又
は
臨
時
の
健
康

診
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
第
三
十
三
条
の
十
」
の
下
に
「
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

附

　則 

　こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
児
童
家
庭
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
八
十
七
号 

福
島
県
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例 

福
島
県
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
令
和
七
年
福
島
県
条
例

第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
四
条
中
「
第
三
十
三
条
の
十
」
の
下
に
「
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

第
十
九
条
中
「
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
五

項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施

区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三
の
二

　児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
五
条
の
二
の
八
に
規
定
す
る
こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

の
資
格
を
有
す
る
者 

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
別
表
」
の
下
に
「
第
一
」
を
加
え
る
。 

令和7年12月26日　金曜日 福 島 県 報 号外第56号5



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
次
に
一
号
を

加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
児
童
家
庭
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
八
十
八
号 

福
島
県
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
令

和
五
年
福
島
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
中
「
南
会
津
町
」
を
「
南
会
津
町

　北
塩
原
村
」
に
、
「
平
田
村
」
を
「
平
田
村

　浅
川

町

　三
春
町
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
中
「
平
田
村
」
を
「
平
田
村

　三
春
町
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

１

　こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　福
島
県
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第

一
条
各
号
及
び
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た

処
分
そ
の
他
の
行
為
で
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の

施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な

さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
北
塩
原
村
、
浅
川
町
又
は
三
春
町
（
以

下
「
北
塩
原
村
等
」
と
い
う
。
）
の
長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の

は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
北
塩
原
村
等
の
長
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行

為
又
は
北
塩
原
村
等
の
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
業
担
い
手
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
八
十
九
号 

福
島
県
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二

十
一
年
福
島
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
中
「
西
郷
村
」
を
「
西
郷
村

　泉
崎
村
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

１

　こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　こ
の
条
例
の
施
行
の
際
福
島
県
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例

に
関
す
る
条
例
本
則
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処

分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」

と
い
う
。
）
前
に
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
届
出
そ
の
他
の
行
為
で
、

施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
泉
崎
村
長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、

施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
泉
崎
村
長
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
泉
崎

村
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
届
出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
土
木
総
務
課
用
地
室
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
九
十
号 

福
島
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
島
県
条
例
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

別
表
十
八
の
項
中
「
第
十
四
号
」
の
下
に
「
及
び
第
十
五
号
」
を
加
え
る
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
九
十
一
号 

福
島
県
建
築
士
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
建
築
士
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
の
表
五
の
項
中
「
一
万
七
千
円
」
を
「
二
万
四
千
円
」
に
、
「
一
万
千
円
」
を
「
二
万
四
千

円
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

１

　こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
福
島
県
建
築
士
法
関
係
手
数
料
条
例
第
一
条
の
表
五
の
項
の
規
定
は
、

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
る
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
三

条
の
二
に
基
づ
く
登
録
の
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
同
条
に
基
づ

く
登
録
の
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
建
築
指
導
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
九
十
二
号 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
市
町
村
立
学
校
職
員
の
処
遇
等
に
関 

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
市
町
村
立
学
校
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　附
則
第
二
項
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

　こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
義
務
教
育
課
） 
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福
島
県
条
例
第
九
十
三
号 

福
島
県
工
業
用
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条

　福
島
県
工
業
用
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福
島
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
中
「
次
の
と
お
り
と
す
る
」
を
「
当
該
工
事
に
要
し
た
実
費
相
当
額
を
、

当
該
工
事
に
係
る
更
新
予
定
月
数
で
除
し
た
額
に
よ
り
算
出
し
、
こ
れ
を
各
月
に
お
い
て
分
割
し
て

徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。 

別
表
第
一
磐
城
工
業
用
水
道
の
項
中
「13.20円

」
を
「20.40円

」
に
、
「26.40円

」
を
「40.

80円

」
に
改
め
、
同
表
勿
来
工
業
用
水
道
の
項
中
「8.70円

」
を
「16.00円

」
に
、
「17.40円

」

を
「32.00円

」
に
、
「4.80円

」
を
「7.90円

」
に
、
「9.60円

」
を
「15.80円

」
に
改
め
、
同

表
小
名
浜
工
業
用
水
道
の
項
中
「2.90円

」
を
「4.30円

」
に
、
「5.80円

」
を
「8.60円

」
に
改

め
、
同
表
相
馬
工
業
用
水
道
の
項
中
「45.20円

」
を
「56.50円

」
に
、
「90.40円

」
を
「113.

00円

」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
磐
城
工
業
用
水
道
の
項
中
「1.33円

」
を
「1.45円

」
に
、
「13.20円

」
を
「20.40

円

」
に
改
め
、
同
表
勿
来
工
業
用
水
道
の
項
中
「2.85円

」
を
「3.56円

」
に
、
「8.70円

」
を
「1

6.00円

」
に
、
「1.74円

」
を
「1.70円
」
に
、
「4.80円

」
を
「7.90円

」
に
改
め
、
同
表
小
名

浜
工
業
用
水
道
の
項
中
「0.56円

」
を
「1.39円
」
に
、
「2.90円

」
を
「4.30円

」
に
改
め
、
同

表
相
馬
工
業
用
水
道
の
項
中
「3.28円

」
を
「0.34円
」
に
、
「45.20円

」
を
「56.50円

」
に
改

め
る
。 

別
表
第
三
磐
城
工
業
用
水
道
の
項
中
「1.33円

」
を
「1.45円

」
に
改
め
、
同
表
勿
来
工
業
用
水

道
の
項
中
「2.85円

」
を
「3.56円

」
に
、
「1.74円

」
を
「1.70円

」
に
改
め
、
同
表
小
名
浜
工

業
用
水
道
の
項
中
「0.56円

」
を
「1.39円

」
に
改
め
、
同
表
相
馬
工
業
用
水
道
の
項
中
「3.28円

」

を
「0.34円

」
に
改
め
る
。 

第
二
条

　福
島
県
工
業
用
水
道
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
磐
城
工
業
用
水
道
の
項
中
「20.40円

」
を
「21.70円

」
に
、
「40.80円

」
を
「43.

40円

」
に
改
め
、
同
表
勿
来
工
業
用
水
道
の
項
中
「16.00円

」
を
「17.10円
」
に
、
「32.00円

」

を
「34.20円

」
に
、
「7.90円

」
を
「9.70円

」
に
、
「15.80円

」
を
「19.40円
」
に
改
め
、

同
表
小
名
浜
工
業
用
水
道
の
項
中
「4.30円

」
を
「4.60円

」
に
、
「8.60円

」
を
「9.20円

」
に

改
め
、
同
表
相
馬
工
業
用
水
道
の
項
中
「56.50円

」
を
「57.40円

」
に
、
「113.00円
」
を
「11

4.80円

」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
磐
城
工
業
用
水
道
の
項
中
「1.45円

」
を
「1.47円

」
に
、
「20.40円

」
を
「21.70

円

」
に
改
め
、
同
表
勿
来
工
業
用
水
道
の
項
中
「3.56円

」
を
「4.11円

」
に
、
「16.00円

」
を

「17.10円

」
に
、
「1.70円

」
を
「1.85円

」
に
、
「7.90円

」
を
「9.70円

」
に
改
め
、
同
表

小
名
浜
工
業
用
水
道
の
項
中
「1.39円

」
を
「1.41円

」
に
、
「4.30円

」
を
「4.60円

」
に
改
め
、

同
表
相
馬
工
業
用
水
道
の
項
中
「56.50円

」
を
「57.40円

」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
磐
城
工
業
用
水
道
の
項
中
「1.45円

」
を
「1.47円

」
に
改
め
、
同
表
勿
来
工
業
用
水

道
の
項
中
「3.56円

」
を
「4.11円

」
に
、
「1.70円

」
を
「1.85円

」
に
改
め
、
同
表
小
名
浜
工

業
用
水
道
の
項
中
「1.39円

」
を
「1.41円

」
に
改
め
る
。 

第
三
条

　福
島
県
工
業
用
水
道
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
磐
城
工
業
用
水
道
の
項
中
「21.70円

」
を
「24.00円

」
に
、
「43.40円

」
を
「48.

00円

」
に
改
め
、
同
表
勿
来
工
業
用
水
道
の
項
中
「17.10円

」
を
「18.20円

」
に
、
「34.20円

」

を
「36.40円

」
に
、
「9.70円

」
を
「10.80円

」
に
、
「19.40円

」
を
「21.60円

」
に
改
め
、

同
表
小
名
浜
工
業
用
水
道
の
項
中
「4.60円

」
を
「4.90円

」
に
、
「9.20円

」
を
「9.80円

」
に

改
め
、
同
表
相
馬
工
業
用
水
道
の
項
中
「57.40円

」
を
「58.80円

」
に
、
「114.80円

」
を
「11

7.60円

」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
磐
城
工
業
用
水
道
の
項
中
「1.47円

」
を
「1.51円

」
に
、
「21.70円

」
を
「24.00
円

」
に
改
め
、
同
表
勿
来
工
業
用
水
道
の
項
中
「4.11円

」
を
「3.12円

」
に
、
「17.10円

」
を
「1

8.20円

」
に
、
「1.85円

」
を
「1.64円

」
に
、
「9.70円

」
を
「10.80円

」
に
改
め
、
同
表
小

名
浜
工
業
用
水
道
の
項
中
「1.41円

」
を
「1.52円

」
に
、
「4.60円

」
を
「4.90円

」
に
改
め
、

同
表
相
馬
工
業
用
水
道
の
項
中
「57.40円

」
を
「58.80円

」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
磐
城
工
業
用
水
道
の
項
中
「1.47円

」
を
「1.51円

」
に
改
め
、
同
表
勿
来
工
業
用
水

道
の
項
中
「4.11円

」
を
「3.12円

」
に
、
「1.85円

」
を
「1.64円

」
に
改
め
、
同
表
小
名
浜
工

業
用
水
道
の
項
中
「1.41円

」
を
「1.52円

」
に
改
め
る
。 

　
　
　附

　則 

　こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
令
和
十
年
四
月

一
日
か
ら
、
第
三
条
の
規
定
は
令
和
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
工
業
用
水
道
経
営
課
） 
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